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第１８回選挙管理委員会 会次第

                                 令和５年３月１日(水)

                            午後４時～

１．付議事項について

(1) 公職選挙法第２２条第１項の規定による選挙人名簿の定時登録及び同法施行令第２２条第１項の

規定による選挙人の数の県選挙管理委員会への報告について

   

   公職選挙法第２２条第 1 項の規定により、３月１日における選挙人名簿の定時登録を行うととも

に、同法施行令第２２条第１項の規定により、選挙人数を県選挙管理委員会へ報告するものです。

（名簿登録者数）    （男）       （女）

令和 5 年 3 月 1 日   ４９６，１７８人  ２２６，５２１人  ２６９，６５７人

令和 4 年 12 月 1 日   ４９６，８３４人  ２２６，７４６人  ２７０，０８８人

   増  減     △６５６人     △２２５人    △４３１人

(2) 住民の直接請求に連署を要する数の告示について

   定時登録を行った選挙権を有する者の数に基づき、住民の直接請求に連署を要する数に

ついて、告示を行います。

法律名 条項 項目 算出根拠 告示する数

地方自治法

第 74 条第 1 項 条例の制定、改廃の請求
1/50 9,924 人

第 75 条第 1 項 事務監査の請求

第 76 条第 1 項 議会の解散の請求
40 万を超え

る数の 1/6 に

40 万の 1/3

を加えた数

149,364 人
第 80 条第 1 項 議員の解職の請求

第 81 条第 1 項 長の解職の請求

第 86 条第 1 項 主要公務員の解職の請求

市町村の合

併の特例等

に関する法

律

第 4 条第 1 項 合併協議会設置の請求
1/50 9,924 人

第 5 条第 1 項 同上(関係市町村からの請求)

第 4 条第 11 項 投票の請求
1/6 82,697 人

第 5 条第 15 項 同上(関係市町村からの請求)

地方教育行政

の組織及び運

営に関する法

律

第 8 条第 1 項 教育長等の解職の請求

40 万を超え

る数の 1/6 に

40 万の 1/3

を加えた数

149,364 人
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(3) 公職選挙法第２８条第２号及び第３号の規定による選挙人名簿から抹消した者について

① 第２号（本市を転出後、４箇月を経過した者）

  抹消対象者   令和 4 年 10月 1 日から令和 4 年 10月 31 日までの表示者（転出者）

  抹消対象期間  令和 5 年 2 月 2 日から令和 5 年 3 月 1 日まで

    抹消対象者数  男 ４５２人   女 ４１５人   合計 ８６７人

  ② 第３号（在外選挙人名簿への登録の移転）

    抹消対象者  女 １人（フランスへ出国）

(4) 公職選挙法第３０条の６の規定による在外選挙人名簿へ登録した者について

  公職選挙法第３０条の５第４項の規定による、国外転出時に在外選挙人名簿への移転登録の申請

を行った者１人（フランスへ出国）を登録します。

   なお、今回、抹消対象者はいませんでした。

   

       前回までの登録者   ２５４人

       今回の新規登録者    １人

       今回の抹 消 者   △ ０人

          登録者総数   ２５５人

(5) 公職選挙法施行令第２３条の１６第１項において準用する同法施行令第２２条第１項の規定に

よる在外選挙人の数の県選挙管理委員会への報告について

   ３月１日現在の在外選挙人名簿登録者数を県選挙管理委員会へ報告するものです。なお、報告は、

県規程に基づき、衆議院議員小選挙区選挙における選挙区ごとに行います。

         （男）    （女）     （計）

   第１区   ７１人 １４１人    ２１２人

   第２区   １２人     ３１人     ４３人

   合 計   ８３人    １７２人    ２５５人 （１２月比 ＋１人）

(6) 鹿児島県議会議員選挙における選挙人名簿登録の移替えの延期について

   公職選挙法施行令第１７条ただし書きの規定により、選挙人名簿及び投票所整理券作成のため、

３月１０日以降に市内間の転居を行った者の投票区の移替えを延期するものです。

延期する期間  令和５年３月１０日～令和５年４月９日
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(7) 鹿児島県議会議員選挙における期日前投票所の設置及び日時の指定について（告示）

   前回の委員会において議決をいただいた期日前投票所の設置日及び日時について、公職選挙法第

４８条の２第６項において準用する同法第４１条第１項の規定により、告示するものです。

(8) その他

  ① 選挙コンシェルジュ鹿児島の表彰について

  選挙コンシェルジュ鹿児島の活動が、公益財団法人明るい選挙推進協会から、明るい選挙に寄与

するとともに、他の団体の範となるものであると評価され、２月２７日に東京都において優良活動

表彰を受けました。

   このことについては、二役に報告し、３月２日（木）１１時３０分からコンシェルジュの代表３

人が市長を表敬訪問します。

  ② 九州都市選挙管理委員会連合会役員会・総会について

   ５月１１日～１２日に予定されていた同会について、開催市の薩摩川内市から、川内原発の定期

点検のため、宿泊施設が確保できないとの相談がありました。

   そこで、鹿児島市で開催できないか、市内のホテル等を当たりましたが、確保できなかったこと

から会長市の那覇市と協議し、意見交換会及び行政視察を省き、日帰りで開催する見込みとなりま

した。

  ③ 鹿児島県議会議員選挙における開票管理者及びその職務代理者について

  （事務局案）  開票管理者 馬場委員長   職務代理者 上林房委員
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曜 時　刻 摘　　要 出席者 場　所

３月 ２２日 水 16:00 委員会⑲（県議選関係） 全員 選管委員会室

３０日 木 16:00 委員会⑳（県議選名簿登録） 全員 選管委員会室

３１日 金 17:15 委員会㉑（県議選告示） 全員 選管委員会室

４月 ６日 木 17:15 委員会①（定例・県議選関係） 全員 選管委員会室

９日 日 14:00 委員会②（県議選投票日） 全員 選管委員会室

20:30 集合 全員 鴨池ドーム

21:30 開票開始 全員 鴨池ドーム

５月 １０日 水 16:00 委員会③ 全員 選管委員会室

11～
１２日

木～
金

九選連役員会・総会 委員長・事務局長 薩摩川内市

１７日 水 県選管連合会通常総会 委員長・事務局長 県庁

１８日 木 県各市選管事務局長会 事務局長 市役所

２５～
２６日

木～
金

全選連理事会・総会 委員長・事務局長 東京都

６月 １日 木 16:00 委員会④（定時登録） 全員 選管委員会室

７月 ５日 水 16:00 委員会⑤ 全員 選管委員会室

８月 ２日 水 16:00 委員会⑥ 全員 選管委員会室

２２～
２３日

火～
水

九選連役員会 委員長・事務局長 大分市

未定 県各市選管連合会総会 委員長・事務局長 姶良市

９月 １日 金 16:00 委員会⑦（定時登録） 全員 選管委員会室

１０月 ４日 水 16:00 委員会⑧ 全員 選管委員会室

５～
６日

木～
金

全選連理事会・研修会 委員長・事務局長 富山市

１２日 木 16:00 委員会⑨（改選後第１回） 全員 選管委員会室

１１月 １日 水 16:00 委員会⑩ 全員 選管委員会室

１２月 １日 金 16:00 委員会⑪（定時登録） 全員 選管委員会室

２．今後の委員会等の日程

月　日


